
      那 覇 市 公 報    第１６１０号   2013（平成25）年12月16日 

 1133 

 

 

目    次 

◇規    則◇ 

○那覇広域都市計画事業土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の一部を改正

する規則（区画整理課）   ··············································· 1135

◇告    示◇ 

○随意契約の公表について（特定検診課）   ······························· 1138

○随意契約の公表について（特定検診課）   ······························· 1139

○那覇広域都市計画市場の変更について（都市計画課）   ··················· 1140

○市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理課）   ··········· 1141

○町の区域の設定について（市街地整備課）   ····························· 1145

○住居表示の実施について（市街地整備課）   ····························· 1148

○平成 25年度上半期那覇市の財政（財政課）   ···························· 1150

○平成 24年度那覇市一般会計歳入歳出決算書及び監査委員意見概要（財政課）

  ····································································· 1164

○平成 24年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（区画整理課）

  ····································································· 1179

○平成 24年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（国保長寿医療課・

特定検診課）   ························································· 1184

○平成 24年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（市街地整備課）

  ····································································· 1189

○平成 24年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書（ちゃーがんじゅう課）

  ····································································· 1192

○平成 24年度那覇市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書（国保長寿医療課）

第１６１０号 

毎月２回 １，１５日発行 
発  行  所 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市総務部総務課 



      那 覇 市 公 報    第１６１０号   2013（平成25）年12月16日 

 1134 

 ····································································· 1197 

○平成 24年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書（財政課）   ···· 1200

○平成 24年度那覇市公営墓地整備等事業特別会計歳入歳出決算書（環境保全課）

  ····································································· 1203

◇公    告◇ 

○国際通り情報発信大型ビジョン活用事業についての企画提案依頼      

（なはまちなか振興課）   ··············································· 1207

○都市公園の設置及び供用開始について（公園管理課）   ··················· 1208

○壺屋焼物博物館石厨子修復業務委託入札の実施について（文化財課）   ····· 1210

○平成 26年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付について

（契約検査課）   ······················································· 1212

○那覇市物品購入等入札参加資格審査申請受付について（管財課）   ········· 1213

◇上下水道局規程◇ 

○那覇市上下水道局水洗便所改造等資金貸付規程の一部を改正する規程   ····· 1215

◇選挙管理委員会告示◇ 

○直接請求に要する選挙権を有する者の数について   ······················· 1220



      那 覇 市 公 報    第１６１０号   2013（平成25）年12月16日 

 1135 

 

規    則 
那覇広域都市計画事業土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

の一部を改正する規則（区画整理課） 
那覇市規則第85号  

平成25年12月４日  

                            公   布   済 

 

 

那覇広域都市計画事業土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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告    示 
随意契約の公表について（特定検診課） 

那覇市告示第 208 号  

平成 25 年 10 月 30 日  

掲 示 済  

 

 

 

   随意契約の公表について 

 

 

 地方自治法施行令第 167条の２第１項第３号の規定に基づき随意契約を行なうの

で、那覇市契約規則第 21条第２項の規定により次のとおり公表します。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

契約を締結する前  

契約内容（役務の名称及び数量）  平成25年度「国保健診だより」配布業務委託 

契約相手方の決定方法又は選定基準   以下の条件をすべて満たすことを要する。な

お、団体等が複数ある場合は、見積書を徴し､

最も価格の低いものと契約を締結する。 

                                                       

１ 地方自治法施行令第167条の２第１項第３

号に規定する団体であること。 

２ 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が

可能であること。 

３ 本市と契約実績があり､かつ当該履行状況

が良好であること。 

     

  

  

   

              

申請方法 

 

    見積書提出(期限：平成25年11月５日)  

契約担当課     健康部 特定健診課  

電話：(098)862－0564 

  

     

※詳細は契約担当課までお問い合わせください。 
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随意契約の公表について（特定検診課） 
那覇市告示第 227 号  

平成 25 年 11 月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

随意契約の公表について 

 

    

 平成 25年 10月 30日付那覇市告示第 208号で公表した件について、地方自治法施

行令第 167 条の２第１項第３号に基づき随意契約を行なったので､那覇市契約規則

第 21条第２項の規定により次のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

契約を締結した後  

契約内容（役務の名称及び数

量） 

 

平成25年度「国保健診だより」配布業務委託 

契約締結日 平成25年11月８日 

契約相手方の氏名及び住所 公益社団法人那覇市シルバー人材センター  

理事長 名嘉元 甚勝 

那覇市首里末吉町４丁目６番地６ 

契約金額 １部につき10.2円に消費税を加算した金額 

契約理由 本業務を委託することにより、本市の高齢退職者 

等の就業機会の確保と社会参加を促進し、生きがい 

づくりを支援できる。 

契約担当課 健康部 特定健診課  

電話：(098)862－0564 
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那覇広域都市計画市場の変更について（都市計画課） 
那覇市告示第 239 号  

平成 25 年 11 月 26 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画市場の変更について 

 

 

 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項の規定において準用する同

法第 19 条第１項の規定により、那覇広域都市計画市場を変更したので、同法第 21

条第２項の規定において準用する同法第 20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市 

上記代表者 那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 都市計画の種類 

那覇広域都市計画市場 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

７号 松山町市場（廃止） 

削除する部分 那覇市松山２丁目地内  

 

３ 縦覧場所 

那覇市都市計画部都市計画課（那覇市役所本庁舎９階） 
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市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理課） 
那覇市告示第 251 号  

平成 25 年 12 月２日  

掲 示 済  

 

 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示 

 

 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条の規定に基づき、市道の路線

を次のように区域変更及び供用開始する。 

 関係図面は、告示の日から２週間、那覇市建設管理部道路管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

区域変更及び供用開始する路線 

 

整理 

番号 

路線名 新 

旧 

区     間 延長ｍ 幅員ｍ 備考 

 

  19 

 

泉崎牧志線 

 

新 牧志１－956 1910.4 26.0 人道橋部分 

旧 同上 同上 10.0  

 

443 

前島42号 

 

新 前島１－100 687.0 25.0 人道橋部分 

旧 同上 同上 8.5  

 

491 

松山７号 

 

新 若狭３－201 

松山２－100 

568.8 26.0 

24.0 

人道橋部分 

人道橋部分 

旧 同上 同上 10.5 

10.7 

人道橋部分 

人道橋部分 
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町の区域の設定について（市街地整備課） 
那覇市告示第 253 号  

平成 25 年 12 月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

町の区域の設定について 

 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条第１項の規定により、別図１に示

す字の区域及びその名称を別図２に示すとおり変更するため、同条第２項の規定に

より告示する。  

 なお、この告示に係る町の区域の設定の効力は、土地区画整理事業施行地区等に

ついては、住居を表示する場合を除き、土地区画整理法第 103条第４項の規定によ

る換地処分の公告があった日の翌日から生ずるものとする。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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住居表示の実施について（市街地整備課） 
那覇市告示第 254 号  

平成 25 年 12 月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

住居表示の実施について 

 

 

 

 住居表示に関する法律（昭和 37年法律第 119号）第３条第３項の規定に基づき、

住居表示を実施する区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符

号及び住居番号を次のとおり告示する。 

 その関係図面は、那覇市都市計画部市街地整備課において、一般の縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 実 施 区 域  那覇市真嘉比１丁目、真嘉比２、３丁目及び 

松島 1丁目の各一部（別図 1のとおり） 

 

２ 実 施 期 日  平成 26年３月１日 

 

３ 住居表示の方法  街区方式 

 

４ 街区符号及び   別図のとおり（別図省略） 

   住 居 番 号 
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平成 25 年度上半期那覇市の財政（財政課） 
那覇市告示第 255 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和 27年法律第 292号）第 40条の２第１項の規定により、平成 25年４月１日から平

成 25年９月 30日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のとお

り公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成24年度那覇市一般会計歳入歳出決算書及び監査委員意見概要（財

政課） 
 

 

那覇市告示第 256 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会臨時会で認定された平成 24年度那覇市一般

会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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  那覇市監査委員より提出された、平成 24年度（2012年度）那覇市一般会計及 

び特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の概要 

 

 

審査意見 

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、法令に準拠

して作成されており、計数に誤りはないものと認めた。 

予算の執行状況については、おおむね適正になされているものと認めた。 

 

那覇市は平成 25年４月１日、全国 42番目の中核市としてスタートした。 

保健所業務をはじめ、福祉、都市計画、環境関連など 2,490の事務・事業が沖縄県

から移譲されたことにより、手続きなどの迅速化が図られ市民サービスの向上が期

待される。 
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 平成 24年度は中核市移行に向けて、組織体制づくりや国、県との手続等を進め、

平成 25年１月には新庁舎が開庁した。新庁舎は、分散配置されていた部局を統合し

た総合庁舎となっており、中核市としての行政機能を支える基盤となっている。 

県は、平成 23 年度をもって第４次にわたる沖縄振興計画を終了し、新たに「沖

縄 21世紀ビジョン基本計画」をスタートさせた。国はこれを機に、沖縄振興一括交

付金制度を創設し、平成 24年度は県全体で 1,575億円を交付した。本市には、沖縄

振興特別推進交付金として 52億 6,489万円が配分され、観光振興に係る事業を始め

185本の事業が実施された。中核市那覇が、県とともに沖縄 21世紀ビジョン基本計

画を推し進め、沖縄県の自立と発展を力強く牽引していくことを期待したい。 

 さて、本市の平成 24年度の一般会計歳入歳出決算は、５億 220万円の赤字で単年

度収支が５年ぶりの赤字となった。これは新庁舎建設事業など普通建設事業が 23

億 3,965万円、生活保護費などの扶助費が 17億 6,429万円、物件費 12億 7,836万

円、公債費が 10億 3,050万円など歳出が増加したことによるものである。次に、７

特別会計の決算合計額をみると、前年度に引き続き実質収支が 34億 5,985万円の赤

字となっており、赤字額は前年度に比べ８億 1,702万円増加している。これは、前

年度同様、国民健康保険事業特別会計によるものであり、同会計の赤字額は、10億

2,949万円増加し 41億 8,865万円となっている。その要因として、医療制度改革に

よる影響や、厳しい経済状況の続くなか保険税収入が伸びず、一方で被保険者の高

齢化に伴い医療給付費が増大、後期高齢者支援金などの増加により収支の均衡が図

れないという制度の構造的な問題がある。当該特別会計については、医療制度改革

以降、毎年多額の赤字が累積しており、高齢化の進展、医療の高度化などにより医

療給付費は今後とも増大することが予想され、赤字額の増加が懸念される。国民健

康保険制度の基盤強化について国に強く要望するとともに、滞納分を含む保険税の

収入率向上にさらなる努力を払うべきである。また、健康増進対策を一層強化し、

医療給付費の抑制に努め赤字額の縮減に取り組む必要がある。 

平成 24 年度普通会計の決算状況は、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率

が 90.4％で、前年度より 3.2ポイント悪化している。これは人件費が 0.5ポイント

減少したものの扶助費は 1.7ポイント、公債費 1.0ポイント、物件費 0.6ポイント

増加したことによるものである。また、財政の硬直性を示す実質公債費比率は

14.2％で前年度と比較して 0.2ポイント悪化している。公債費については、今後の

財政需要や償還額の推移などを検証するなどして、本市財政の圧迫要因にならない

よう留意する必要がある。 

平成 24年度の繰越事業費の総額は、91億 9,438万円であり、前年度と比べると

繰越総額で 33億 1,996万円増加している。この主なものは、街路事業費 15億 1,386

万円、住宅建設費 14億 656万円、学校建設費８億 251万円、観光費 6億 6,235万円、

学校管理費５億 4,132万円、商工業振興費５億 426万円である。その 42％は沖縄振

興特別推進交付金事業に係るものであるが、制度初年度ということから県が要綱等

の整備や運用等の判断に時間を要し、多くの事業が年度後半に採択されたため繰り

越しとなっている。当該交付金は自由度の高い事業実施が可能であるが、完了後は

国の会計検査の対象となることや県の交付要綱に基づく成果目標の設定と事業成果

の公表が要求されており予算執行能力を厳しく問われることになる。関係法令等の

遵守はもとより事業手法や事業効果についても検証し、繰り越した事業を早期に完

了できるよう執行管理について慎重を期されたい。 

今後の財政運営については、国内景気が震災後の復興需要を契機として緩やかに

回復したものの、依然、世界経済のリスクなどが払拭できない状況にある。予定さ
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れている消費税の引き上げにより景気の一時的な下振れも懸念され、税収を含め歳

入の確保についてはしばらく厳しい状況が続くものと思われる。一方、生活保護費

などの扶助費は年々大幅に増加し、再開発事業や老朽化した市営住宅、教育関連施

設の建て替え、新たな公共施設の整備など多額の財政需要が引き続き見込まれる。

また国民健康保険事業特別会計の累積赤字への対応は多大な財政負担を伴い、財政

運営は一層厳しさを増すと思われる。 

このような状況にあって、歳入については自主財源の確保に向け組織の再編を図

るなど取り組みを強化するとともに、歳出についても事業の費用対効果について検

証し、経済的で効果的、効率的な事業執行についてさらに検討を重ね、健全な財政

運営に向けて最大の努力を促したい。 

なお、次のことに適切な措置を執られるよう要望する。 

 

 

 歳入について  

 

（１）収入率の向上について（納税課） 

 

市税の収入状況                     （単位：千円、％） 

区

分 
年度 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収入率 

現

年 

度

分 

平成 24

年度 

41,072,756 40,412,738 20,691 672,448 98.4 

平成 23

年度 

40,840,204 40,052,398 1,808 818,676 98.1 

比 較 232,552 360,340 18,883 ∆ 146,228 0.3 

滞

納

繰

越

分 

平成 24

年度 

2,742,822 912,337 263,091 1,567,945 33.3 

平成 23

年度 

3,078,798 899,852 226,721 1,952,537 29.2 

比 較 ∆ 335,976 12,485 36,370 ∆ 384,592 4.1 

 

合

計 

平成 24

年度 

43,815,579 41,325,075 283,782 2,240,394 94.3 

平成 23

年度 

43,919,002 40,952,250 228,530 2,771,213 93.2 

比 較 ∆ 103,423 372,825 55,252 ∆ 530,819 1.1 

 

 平成 24 年度市税の収納は、経済環境の厳しいなか収入率 94.3％となり、平

成 23年度と比較すると、1.1ポイント向上している。これは中核市平均 93.7％、

全国平均 94.2％（見込み）を上回っている。 

収入率が高くなった主な要因は、①納税催告センター（民間委託事業）の継

続、②平成 24 年度からの市民税、固定資産税のコンビニ納付の取扱い開始、

③職員の滞納整理スキルアップ研修の実施等を積極的に取り組んだことなど

があげられる。 

今後とも未収金の徴収対策を推進し、なお一層の高い収入率となるよう努め

られたい。 
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（２）介護保険料の未収金について（ちゃーがんじゅう課） 

  介護保険料の未収金は、２億 6,992万円である。内訳は、現年分普通徴収保

険料１億 3,213万円、滞納繰越分１億 3,779万円である。対調定収入率は、現

年分普通徴収保険料 76.0％、滞納繰越分 14.9％である。 

介護保険料の多額の未収金の発生は、事業運営に影響を及ぼすことから、催

告センターの活用も含め未収金の縮減に努められたい。 

 

（３）生活保護費返還徴収金の未収金について（保護管理課、保護第一課、保護第

二課） 

生活保護費返還徴収金については、滞納額が４億 5,408万円と多額になって

いる。 

生活保護費返還請求の主な理由は、各種年金の遡及受給や就労収入の申告遅れ

等の他、稼働収入の無申告などである。 

生活保護費返還徴収金の滞納額の増加は、生活保護行政の適正な執行に影響

を及ぼすことになる。生活状況のより的確な把握に努め、届出義務の周知を図

り生活保護費返還金が生じないよう未然防止策を図るとともに、未収対策に取

り組み、未収金の縮減に努められたい。 

 

（４）国民健康保険事業特別会計について（国保長寿医療課） 

 

国保財政の推移                  （単位：千円） 

 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

歳    入 40,248,906 38,111,698 37,237,726 

歳    出 44,437,557 41,270,858 39,323,349 

収支（累積） ∆ 4,188,650 ∆ 3,159,159 ∆ 2,085,622 

単年度収支 ∆ 1,029,491 ∆ 1,073,537 ∆ 243,930 

※p38国民健康保険税収入状況参照 

 

歳入に含まれる繰入金の推移              （単位：千円） 

 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

基金繰入金 - - - 

政策的繰入金 500,000 - 150,000 

 

平成24年度国民健康保険事業特別会計決算における繰上充用額は 41億8,865

万円となっており、前年度に比べ 10億 2,949万円の増となっている。毎年度発

生する赤字の解消に向けた一般会計からの政策的繰入金５億円については今後

の市財政に与える影響は多大である。また、未収金は 25億 9,100万円で、その

内現年度分 5億 4,267万円、滞納繰越分が 20億 4,832万円となっている。多額

の未収金は国保財政の運営に重大な影響を及ぼすものであり、今後とも滞納整

理をより強化するとともに、未収金縮減のための効果的な方策及び徴収体制の

強化等を検討し、収入の向上になお一層努められたい。 

 

（５）３歳以上児主食費未収金の債権管理について（こどもみらい課） 
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  保育所の３歳以上児主食費未収金については、私法上の金銭債権（私債権）

であり、消滅時効が２年となっているが、公法上の債権である保育料に準じて

未収金が発生してから５年を経過したときに債権が消滅したものとして扱い、

19万円（273件）の不納欠損処理を行っている。しかし、私債権の消滅要件は、

消滅時効の援用による時効成立、地方自治法施行令第 171条の７による免除ま

たは地方自治法第 96条第１項第 10号による権利の放棄などに限定されている。

法令に基づいた適正な債権管理を行われたい。 

 

（６）歳入予算の予算計上について（クリーン推進課） 

  し尿等下水道放流施設維持管理負担金は、初歩的な計上の誤り等により予算

現額に比べて、収入額で 94万円の差額が生じている。 

歳入予算の計上に当たっては、慎重に積算を行い、適切な予算計上をされた

い。 

 

（７）予算執行の適切な事務処理について（健康増進課・地域保健課） 

  妊婦健康診査支援補助金は、収入調定の減額変更通知があったにもかかわら

ず減額変更をしていない。また、予防接種実費徴収金については二重調定とな

ったまま出納整理期間を経過している。 

年度末の歳入歳出の予算執行に当たっては、適切な事務処理に努められたい。 

 

（８）国庫補助金の収入事務について（障がい福祉課） 

  障害者虐待防止対策支援事業に係る補助金（106 万円）について、調定の財

務会計処理入力を誤って入力し、修正のため再入力を行った。その際、誤入力

したものを削除しなかったため、収入調定が重複して計上されていた。 

収入事務にあたっては、慎重に確認を行い入力の誤りがないよう適切な事務

処理に当たられたい。 

 

（９）要保護等児童援助費及び要保護等生徒援助費の収入調定について（学務課） 

  要保護等児童援助費及び要保護等生徒援助費について、収入調定の金額を誤

って入力処理したため、決算上、収入未済額がそれぞれ１万円、14万円となっ

ている。チェック体制の強化を図るなど、適切な事務処理に努められたい。 

 

歳出について 

 

（１）那覇市消防本部庁舎賃貸借等契約の変更契約について（消防本部） 

  那覇市消防本部庁舎賃貸借等契約書においては、公租公課が減額した場合は

賃借料を減額調整すると定められているが、平成 18 年以降３回の固定資産税

の評価替えによる固定資産税の減額変更があったにもかかわらず、その賃借料

変更契約がされていない。契約の履行に当たっては契約内容を十分把握し、変

更契約の必要性を随時確認するなど、適切な事務執行に努められたい。また、

過払い分の賃借料についても適切に返還の手続きをされたい。 

 

（２）全国瞬時警報システム（J-ALERT）整備事業について（消防本部） 

  全国瞬時警報システム（J-ALERT）整備事業（備品購入費）については、予算

現額 369万円、購入額 136万円、予算残額 232万円（執行率 37.0％）となって
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いる。予算残額が生じた理由は、随意契約を想定して予算計上したものの入札

による予算執行を行ったことによる。必要な情報を十分収集し、適切な予算計

上に努められたい。 

 

（３）電話相談業務委託について（人事課） 

  電話相談業務委託は、本市職員とその家族が気軽に相談できる環境を整備す

ることにより健康不安を解消することを目的に、専門家への相談を電話、メー

ル等で匿名・無料で 24 時間利用できるサービスである。メンタルヘルス対策

は重要であり、サービス内容について本市職員へのさらなる周知を図られたい。 

 

（４）市内観光地観光客安全対策事業について（市民生活安全課） 

  市内観光地観光客安全対策事業は、市内観光地に設置する防犯カメラの費用

を補助し、観光客や地域住民を犯罪から守り、安全安心の確保に努め、観光振

興に資する事業となっている。 

   防犯カメラ設置については、市民への周知及び個人のプライバシーの保護に

配慮し、継続的に有効活用が図られるよう努められたい。 

 

（５）まちづくり拠点施設・ＩＴインキュベート施設整備事業について（まちづく

り協働推進課） 

  まちづくり拠点施設・ＩＴインキュベート施設整備事業は、銘苅庁舎利活用

基本方針に基づき２階から３階までは市民協働団体の育成、４階から５階まで

はＩＴ創造館分館に対応する設計委託業務事業となっている。 

沖縄振興特別推進交付金の繰越予算となっており、新たな拠点施設として事

業効果が得られるよう、関係各機関と十分連携を図り事業推進に努められたい。 

 

（６）第一牧志公設市場再整備合意形成推進事業について（なはまちなか振興課） 

  第一牧志公設市場再整備合意形成推進事業は、老朽化した第一牧志公設市場

の建替等を視野に入れ、市場機能の維持と民間活力の導入を図る事業として、

再整備手法や再構築ビジョンの実現に必要な新たな機能や管理運営手法を検

討する委託業務として発注されている。しかしながら市場事業者を中心に議論

し、意見・要望をまとめることを目指して協議を進めてきたものの合意形成が

できないまま委託業務を完了している。 

関係各団体の合意形成を早期に図り、第一牧志公設市場の再整備に努められ

たい。 

 

（７）助成金事業について（なはまちなか振興課） 

  １万人エイサー踊隊助成金及び国際通りトランジットモール助成金は、これ

まで長期にわたり事業助成している。これらの事業については商店街活性化に

有効かつ効果的な助成となっているか検証を行い、今後の当該助成金事業の継

続の必要性についても検討されたい。 

 

（８）地域人材育成事業（ＩＴ産業の多様なニーズに対応する人材育成）について

（商工農水課） 

  地域人材育成事業は、沖縄県緊急雇用創出事業臨時特例補助金を活用してＩ

Ｔ産業に従事する即戦力の人材に対する投資を行い、就労定着につながること
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を目標とした事業である。平成 24 年度は応募者数 304 人、最終選考 112 人、

継続雇用可能者数 84人となっている。 

多様なＩＴ産業の職種ニーズに対する適材適職による就労定着を目標とし

た重要な事業であり、継続的に実施されよう努められたい。 

 

（９）那覇市中小企業振興審議会事業について（商工農水課） 

  那覇市中小企業振興審議会は、市長の諮問に応じて本市の中小企業振興に関

する必要な事項について調査審議し、毎年、中小企業の振興に関する主たる施

策の実施状況をとりまとめ公表することになっている。審議会が一度も開催さ

れず予算が未執行となっており、審議会の重要性に鑑み適切な執行に努められ

たい。 

 

（10）移動式車載大型ビジョン導入事業について（観光課） 

  移動式車載大型ビジョン導入事業は、沖縄振興特別推進交付金を活用した大

型ビジョンとスピーカーを搭載した車両を整備し、各種観光イベントを盛り上

げるため有効利用が期待される事業である。 

保管場所の確保を含む利活用計画等について、早期に調整し、有効活用に努

められたい。 

 

（11）保健所外壁剥離補修設計委託及び保健所外壁補修工事について（健康増進課・

地域保健課） 

  保健所外壁剥離補修設計委託及び保健所外壁補修工事は、中核市移行により

沖縄県からの保健所移管に伴う事前建物調査で確認された外壁タイルの剥離

落下の危険性を除去する工事であるが、未だ委託及び工事の発注がなされてい

ない。 

来所する市民の安全を確保するため、早期に事業完了できるよう努められた

い。 

 

（12）高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業について（健康増進課・地域保健課） 

  高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業は、実施初年度（23 年度）に 75 歳以

上の対象者すべてに通知したが、24年度は前年度通知した未接種者への通知を

せず、新たな 75歳到達者のみへの通知だったため低執行率となっている。 

当該接種助成事業を実施するに当たっては、前年度実績の検討及び低受診率

の要因を分析し適切な予算計上に努められたい。 

 

（13）沖縄振興特別推進交付金等に係る繰越事業の執行について（都市計画課） 

  沖縄振興特別推進交付金等に係る繰越事業の大部分の事業が年度後半の補

正予算での対応となったため、年度内に執行することができず、７事業（合計

額２億 7,596万円）の予算を繰り越している。 

繰越事業に関しては、制度の趣旨・目的を踏まえ、効果的な事業として完了

できるよう事業の進行管理に十分留意して取り組まれたい。 

 

（14）狭あい道路整備事業に係る歳出予算の執行について（建築指導課） 

  狭あい道路（建築基準法第 42条第２項で規定する道路、幅員４ｍ未満）は、

消火活動、緊急車両の進入や通風・採光等住環境問題を起しているため、その
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拡幅整備誘導策として、拡幅工事と併せて舗装整備を行った場合に助成金、隅

切り用地を提供して整備した場合に奨励金を交付している。 

平成 24 年度繰越明許予算は、予算現額 123 万円に対して 12 件 64 万円（執

行率 52.2％）を交付し、59万円の不用額となっている。平成 24年度現年度予

算は、予算現額 188万円に対して 10件 44万円（執行率 23.9％）を交付し、143

万円を繰り越しており、執行率が低くなっている。 

歳出予算に関しては、事業内容、執行予定金額等の積算を適切に行い、歳出

予算の計上及び執行管理に努められたい。 

 

（15）那覇市民間住宅耐震化促進事業に係る補助金の交付について（建築指導課） 

那覇市民間住宅耐震化促進事業に係る補助金（予算現額 1,350万円）は、沖

縄振興特別推進交付金を活用した事業として平成 24 年 11 月に補助が決定し、

12月に補助を開始した。 

しかしながら、共同住宅１件 158万円（執行率 11.7％）のみの補助金の交付

となり、繰越明許ができない補助金であったため、1,191 万円の多額の不用額

となっている。 

歳出予算に関しては、事業内容、執行予定金額等の積算を適切に行い、歳出

予算の計上及び執行管理に努め、ホームページ等による事業の広報を積極的に

活用されたい。 

 

（16）事業計画の的確な執行について（道路建設課） 

  バス停上屋整備事業は、夏場の直射日光や雨天時において、快適に公共交通

を利用して貰うためにバス停上屋の整備を行う事業である。 

この事業の設計工事等委託料及び新設改良工事費は、関係機関との調整等に

日数を要したことから、全額繰り越しとなっている。事業の執行に当たっては、

事業の進捗管理を的確に行い、予算の適切な執行に努められたい。 

 

（17）工事費等の費用負担について（道路管理課） 

  道路維持管理事業の設計工事委託料については、本市の管理する里道が崩壊

したことに伴う里道復旧のための設計委託料である。 

 民間事業者が行う里道に隣接する共同住宅建築工事中に斜面地が崩落し、里

道の一部が崩壊した。付近住民の利便に対する影響や二次災害も懸念されたこ

とから、全額を市の負担で応急措置工事等を行っている。 

里道の崩壊原因を究明し、その費用負担について、共同住宅建築施工業者と

協議し、適切に対応されたい。 

 

（18）委託料の適切な予算計上について（花とみどり課） 

  市花木等普及推進事業の設計工事等委託については、市の公園を対象として

市花木であるブーゲンビレア等の植栽を行う事業であるが、ブーゲンビレアの

植栽に必要なパーゴラ（つる棚）を計画どおりに設置することができなかった

ため、執行率が 36.5％となっている。 

予算を計上するに当たっては、事前の調査を的確に行い、適切な事業の執行

管理に努められたい。 

 
（19）歳出予算の予算残額について（クリーン推進課） 
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  一般事務費に係る時間外勤務手当等（225 万円）及び臨時職員賃金（286 万

円）について、合わせて 511万円の多額の不用額が生じている。 

時間外勤務手当等は、休日収集業務に従事した職員が予定より少なかったこ

と及び台風等の災害対策用予算の未執行によるものであり、臨時職員賃金は、

通勤手当の執行実績残額(226 万円)と災害対策用予算の未執行によるものであ

る。 

歳出予算に関しては、事業内容、執行予定金額等の積算を適切に行い、歳出

予算の計上及び執行管理に努められたい。 

 

（20）特殊勤務手当の支給について（障がい福祉課） 

  特殊勤務手当は、障がい者及び障がい児の福祉に関する窓口等での相談や、

調査等の業務に従事したときは、1 日につき 400 円を支給するものである。職

員への周知不足等の原因により、支給要件に該当しているが支給をしていない

場合があった。当該業務に従事した実績を確認し、適正な事務処理に努められ

たい。 

 

（21）適切な予算計上について（ちゃーがんじゅう課） 

  壺川老人福祉センターPAS等取替工事については、工事請負費から需用費（修

繕料）へ全額流用し執行されている。 

予算の計上にあたっては、事前に技術部門等の関係部署と十分協議の上、適

切な予算計上に努められたい。 

 

（22）幼稚園等施設遮熱・紫外線対策強化事業について（こども政策課、こどもみ

らい課） 

  幼稚園等施設遮熱・紫外線対策強化事業（予算現額5,406万円）は、競争入

札の結果、予定価格5,406万円に対し落札額（契約額）が2,173万円で、予算残

額3,232万円（執行率40.2％）となっている。予算計上及び予定価格の設定に

ついては業者１者からの見積もりのみで行われている。予定価格を設定すると

きは那覇市契約規則第14条第1項の規定に基づき、取引の実例価格、数量の多

寡等を考慮するなど、適切な予算計上及び予定価格の設定をされたい。 

 

 

平成 24 年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（区画

整理課） 
那覇市告示第 257 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会臨時会で認定された平成 24年度那覇市土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 24 年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（国保

長寿医療課・特定検診課） 
那覇市告示第 258 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会臨時会で認定された平成 24年度那覇市国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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      那 覇 市 公 報    第１６１０号   2013（平成25）年12月16日 

 1189 

 
 

 

平成 24 年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（市街

地整備課） 
 

那覇市告示第 259 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会臨時会で認定された平成 24年度那覇市市街

地再開発事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 24 年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書（ちゃーが

んじゅう課） 
 

 

那覇市告示第 260 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会臨時会で認定された平成 24年度那覇市介護

保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 24 年度那覇市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書（国保長

寿医療課） 
 

那覇市告示第 261 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会臨時会で認定された平成 24年度那覇市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 24年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書（財政課） 
 

那覇市告示第 262 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会臨時会で認定された平成 24年度那覇市病院

事業債管理特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 24 年度那覇市公営墓地整備等事業特別会計歳入歳出決算書（環

境保全課） 
 

 

那覇市告示第 263 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 平成 25年（2013年）10月那覇市議会定例会で認定された平成 24年度那覇市公営

墓地整備等事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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 1205 
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公    告 
国際通り情報発信大型ビジョン活用事業についての企画提案依頼（な

はまちなか振興課） 
那覇市公告第 336 号  

平成 25 年 11 月 25 日  

掲 示 済  

 

 

国際通り情報発信大型ビジョン活用事業についての企画提案依頼を実施するの

で、次のとおり公告する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 件 名 国際通り情報発信大型ビジョン活用事業に関する企画提案依頼 

 

 

２ 依頼内容 企画提案書、見積書等の提出 

 

 

３ 提出期限   平成 25年 12月 12日（木）午後５時 15分 

 

 

４ 問合せ先  那覇市 経済観光部 なはまちなか振興課 担当 長瀬 

 TEL:098-863-1750  FAX:098-863-1752 

E-Mail：K-NAHA001@neo.city.naha.okinawa.jp  

 

 

５ 詳細内容 業務仕様書や提出書類等の詳細につきましては、那覇市公式ホー

ムページをご確認ください。 
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都市公園の設置及び供用開始について（公園管理課） 
那覇市公告第 345 号  

平成 25 年 11 月 27 日  

掲 示 済  

 

 

 

都市公園の設置及び供用開始について 

 

 

 

都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)２条の２及び都市公園法施行令（昭和 31 年

政令第 290号）第９条に基づき、下記のとおり公園を設置し供用を開始する。 

 その関係図書は、公告と同時に那覇市建設管理部公園管理課において一般の縦覧

に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

記 
 

 

公園の名称   真嘉比南公園 

公園の位置   真嘉比古島第二地区（89街区） 

供用開始の期日 平成 25年 11月 28日 

公園の区域   別紙参考図のとおり 
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壺屋焼物博物館石厨子修復業務委託入札の実施について（文化財課） 
那覇市公告第 347 号  

平成 25 年 11 月 27 日  

掲 示 済  

 

 

 

壺屋焼物博物館石厨子修復業務委託入札の実施について 

 

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のよう

に公告する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１） 業 務 名     

（２） 

 壺屋焼物博物館石厨子修復業務委託 

履 行 場 所     

         那覇市壺屋１丁目９番 32号 

 那覇市立壺屋焼物博物館 

（３） 履 行 内 容     

（４） 

 別紙仕様書による 

履 行 期 間     

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  一般競争入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければ

ならない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たさなければならない。 

 契約日～平成 26年３月 20日 

（１）営業実績が２年以上あること。 

（２）過去５か年の間に本契約と同規模以上の石造文化財又は石造美術工芸品の修

理を複数件履行した修理技術者を配置できる者であること。 

（３）本県を所在地とする本店、支店及び営業所のいずれかを有すること。 

（４）市税に滞納がないこと。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）会社更生法(平成 14年法律第 154号)第 17条の規定に基づく更生手続き開始

の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)第 21条の規定に基づく再

生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（９）経営及び信用の状況が良好であること。 

（10）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 
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（11）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

たものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（12）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第

２条第２号に規定する暴力団又は、同条第６号に規定する暴力団員に該当し

ておらず、又は関係していないこと。 

（13）その他市長が必要と認める条件。 

 

３ 入札説明会の日時及び場所 

   日 時 平成 25年 12月 16日(月)13：30受付開始 14：00説明開始 

   場 所 那覇市壺屋１丁目９番 32号 

那覇市立壺屋焼物博物館３階図書講座室 

       ※石厨子資料の破損状況確認・各種様式配付 

    

４ 入札執行並びに開札の日時及び場所 

  日 時 平成 25年 12月 24日(火)13：30受付開始 14：00入札開始 

   場 所 那覇市壺屋１丁目９番 32号 

那覇市立壺屋焼物博物館 

   ＊駐車場が手狭ですので、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

 

５ 入札時提出書類 

（１） 入札書（市様式） 

（２） 代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

＊委任者（法人）の印鑑証明書を添付してください。 

（３） 入札保証金納付書（様式１） 

 

６ 資格審査書類の提出

入札保証金は、第 1回目に見積もる契約金額の 100分の５とする。ただし、那

（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市立壺屋焼物博

物館に持参すること。 

＊本店が沖縄県外、離島など遠隔地にあるため持参が困難な場合には、例外的

に郵送を認める。ただし、その場合には、一般書留及び速達で郵送すること。 

（１）入札参加資格審査申請書（様式２） 

（２）業務実績調書（様式３） 

（３）商業登記簿 

（４）定款 

（５）所在地確認資料（様式４）  

（６）市税完納証明 

（７）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（８）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（９）財務諸表（貸借対照表、損益計算書） 

（10）誓約書（様式５） 

（11）他上記に関係する添付書類。 

 

７ 入札保証金 
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覇市契約規則第 12 条第１項の各号に該当する場合は免除する。入札保証金は、

入札執行の日時に入札場所において納付すること。なお、那覇市契約規則第 12

条第１項の各号の適用を受けようとするものは、それにかかる関連書類（契約書

の写しなど）を入札執行日に提出すること。 

 

８ 契約保証金 

  那覇市契約規則第４条第 1項第９号にもとづき免除。 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は

無効とする。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 お問合せ 

那覇市市民文化部博物館（壺屋焼物博物館） 

髙里、平山 

〒902-0065 那覇市壺屋１丁目９番 32号 

電話 098-862-3761 ＦＡＸ098-862-3762 

 

 

 

平成 26 年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受

付について（契約検査課） 
 

那覇市公告第 373 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

 

平成26年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付につい

て 

 

 

 

 平成26年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付を次の

とおり行います。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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 １ 入札参加資格 

（１） 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２） 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると

認められた者にあっては、その事実があった後２年を経過している

こと。 

（３） 建設工事については、建設業法第３条に規定する建設業の許可を受

けている者であること。また、同法第27条の23に規定する経営事項

審査を受けている者であること。 

（４） その他市長が定める入札参加資格要件を満たしている者であるこ

と。 

 ２ 競争入札参加資格審査の申請書（本市様式）及び提出要領の配布期間 

    平成25年12月16日（月）～平成26年１月15日（水） 

 ３ 受付期間 

    平成26年１月６日（月）～平成26年１月31日（金） 

    午前９時～午前11時30分、午後１時～午後４時30分 

    （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

 ４ 配布場所及び受付場所 

    都市計画部契約検査課（那覇市役所本庁９階） 

※ 受付は全て持参の上面談審査になります。 

（郵送による受付はいたしません。） 

 ５ 提出書類 

    競争入札参加資格審査の提出要領による。 

 ６ 問い合わせ先 

    都市計画部契約検査課契約Ｇ 

    電話番号  直通 098－951－3253 

 

 

 

那覇市物品購入等入札参加資格審査申請受付について（管財課） 
那覇市公告第 374 号  

平成 25 年 12 月 16 日  

 

 

那覇市物品購入等入札参加資格審査申請受付について 

 

 

 

 平成 26年度及び平成 27年度において、那覇市が行う物品購入等入札参加資格審

査申請の受付を次のとおり行います。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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① 申請条件 

 次の各項目に該当する者は、申請ができません。 

１ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

２ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項各号に規定す

る次のいずれかに該当すると認められる者 

 (１) 契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量

に関して不正の行為をした者 

 (２) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格

の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

 (３) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

 (４) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の２第１項の規定による監督

又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 (５) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

 (６) 前各号のいずれかに該当する事実があった後、本市の入札に参加させない期

間が経過していない者。また平成 26・27 年度中に入札に参加させない期間が

経過しない者 

３ 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあって、それらの資格等を有し

ていない者  

４ 申請しようとする年の１月１日において引き続き２年以上同種の営業を営んで

いない者 

５ 市町村税及び消費税を滞納している者  

６ 代表者又は役員、代理又は媒介をする者その他の関係者が次のいずれにも該当

する者 

 ア 暴力団（那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。以下「暴排条

例」という。）第２条第１号の暴力団をいう。以下同じ。)の関係者又は暴力団

員（暴排条例第２条第２号の暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団又は暴力団員の統制下にある者 

 ウ 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

② 申請書類（本市様式）の受付 

（１）受付期間   平成 26年１月 10日（金）～１月 24日（金） 

（２）受付時間   平日９時～16時（12時～13時を除く）  

（３）受付場所   総務部管財課（本庁舎５階） 

※申請書類及び申請要領は市ホームページからもダウンロード可。 

 

問い合わせ先     那覇市総務部管財課 物品・車両グループ  

電話番号 直通 098-862-9904 
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上下水道局規程 
那覇市上下水道局水洗便所改造等資金貸付規程の一部を改正する規

程 
那覇市上下水道局規程第 14 号  

平 成 2 5 年 1 2 月 2 日   

公 布 済  

 

 

那覇市上下水道局水洗便所改造等資金貸付規程の一部を改正する規程をここに

公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 翁 長  聡   
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選挙管理委員会告示 
直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 57 号  

平 成 2 5 年 1 2 月 2 日  

 

 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第４条の

２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数並びに地方自治法第

76条第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第

４条第 11項及び第５条第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数

は、それぞれ次のとおりである。 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 座 覇 政 為  

 

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数     5,023人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数     83,708人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数     41,854人 
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